
⿅児島県知名町における「⼦ども第三の居場所」（B）
コミュニティモデルの開設と運営（1年⽬）

事業報告
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
（1）開設物件：知名町フローラル館（公共施設）築25年
（2）取得形態：⾏政財産使⽤許可（賃貸借契約）
（3）⼯事内容：⽊⼯事、電気⼯事、空調設備⼯事、設備配管⼯事、弱電⼯事、サッシ⼊替⼯事、サイン⼯事、備品・家電購⼊
（4）施設名称：entaku（エンタク）
（5）⾯積：総⾯積約115.2m2
（6）構造：鉄筋コンクリート造

＜整備対象物件について＞
■整備対象物件：知名町フローラル館地下1階 ラウンジ・休憩室スペース
■⽴地：⿅児島県知名町の中⼼市街地・⼤字知名に位置し、町営ホテル「おきえらぶフローラルホテル」に隣接
■現況：令和2年度まで町⺠が経営する飲⾷店「はいさい」と賃貸契約を結んでいたが、経営者の⾼齢化に伴い、退去。

現在は居抜き状態で、町の中⼼施設として活⽤が求められているが、⼿を挙げる事業者がいない状態。
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜改修前写真＞

外観 建物⼊り⼝

スペース⼊り⼝

円柱 天井

左⼿⼩上がり①
左⼿⼩上がり② カウンター 窓側 カウンター内部
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜改修前図⾯＞
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ＤＡＴＥ
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ＤＡＴＥ ＤＲＡＷＮ ＣＨＥＣＫＥＤＡＰＰＤ 図面番号Ｐ’ＡＲＣＨ

沖永良部島　知名町フローラル休憩室改修工事

1/100

改修内容仕上表

室名 改修前 改修後

既存床仕上げ撤去

休憩室

床

壁(北側)
既設パーテーション扉撤去
既設ガラスフィルム撤去
既設壁クロス撤去

自動ドア新設
新規ガラスフィルム張り
ホワイトボードマット張り

壁(西側) 既設仕上げ材撤去 PBの上塗装＋一部板張り

壁(南側)
既設サッシ周りコーキング撤去
腰壁クロスめくり

サッシ周りコーキング打ち替え
腰壁PB下地の上板張り

壁(東側) 既設仕上げ材撤去 ホワイトボードマット張り

天井解体天井

巾木 既設ソフト巾木撤去 木巾木(床材と同材)

その他

窓側カウンターテーブル新設

間仕切りパーテーション撤去

一部床上げエリア解体 根太組＋無垢板張り

既設カウンター撤去 カウンター新設

天井下地組＋PB張り＋塗装＋一部板張り
照明：ダクトレール＋ダウンライト新設
空調機カバー交換

モニターディスプレイ新設２か所

電気配線＋LAN配線増設

厨房

床 既設土間コンクリート目荒らし 土間CON打設かさ上げ(刷毛引き仕上げ)

壁 仕上げ材撤去 ケイカル下地＋塗装＋一部ステンレス張り

天井 天井解体 照明：ダクトレール＋ダウンライト新設
空調機カバー交換

天井下地組＋ケイカル張り＋塗装

その他 厨房機器撤去 厨房機器新設

厨房内解体

DW撤去

棚撤去

カウンター撤去

既設床上げ撤去パーテーション撤去

既存引き違い戸撤去

CH2,700～3,000

CH2,600

床上げ木板張り

カウンター新設

窓側カウンターテーブル

倉庫

400 400

1
,
5
0
0

≒4,100(既設サッシ合わせ）

4
,
4
0
0

3
,
8
0
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3
,
8
0
0

4
,
4
0
0

6,000 5,450 2,600

既設DW解体

既設棚撤去

根太組＋無垢板張り
床フロアーコンセント

鍵付きロッカー

その他項目

・天井漏水に伴う防水工事(調査必要、外部漏水or上階ラウンジ台所漏水）

・電気容量上げに伴う配線増設工事

・LAN配線増設(新規or増設)

・大型ディスプレイ設置(２か所)

・音響設備増設

・空調機吹き出し口移設＋カバー取り替え

・什器・備品購入・設置

21.10.20

朝日工業　有限会社

改修平面図
一級建築士登録番号　第７３７４２号

本部　勇夫　

改修前

改修後
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜改修後図⾯＞

21.10.20

承　認 工事名

図名 ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ ＤＲＡＷＮ ＣＨＥＣＫＥＤＡＰＰＤ 図面番号Ｐ’ＡＲＣＨ

沖永良部島　知名町フローラル休憩室改修工事

1/100

朝日工業　有限会社

改修平面図
一級建築士登録番号　第７３７４２号

本部　勇夫　
ＤＡＴＥ 21.3.30
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1
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▼フロアー

2
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜改修時イメージパース①＞
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜改修時イメージパース②＞
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜改修完了後写真＞

⼊り⼝前看板 スペース⼊り⼝ 受付カウンター

厨房内
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（改修）
＜施設名称・ロゴについて＞

【”場“として実現したいこと】
①⼦どもを中⼼に島内全世代を対象にしたサードプレイス
②⽼若男⼥問わず、複数世代の交流拠点
③島内、島外をつなぐ“HUB”

【機能】
・⼦ども第三の居場所
・飲⾷店（カフェ・バー）
・コワーキングスペース
・コミュニティスペース

【実現したい未来】
『この“場”を起点に、島内外のさまざまな世代がつながり、認め合える、みんなの拠り所になること』

【施設名称】
entaku（エンタク）

entaku（エンタク）はカフェ、コワーキング機能を備えたコミュニティスペース。訪れた⼈たちが”この場”を囲み、
たくさんの縁が⽣まれ、未来をつないでいけるように。⼦どもを中⼼に、世代・性別をこえて島内外のさまざまな⼈が集う、
みんなの拠り所を⽬指します。
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（開所式）
＜開所式資料＞

31 _entaku

entaku

28 24

1 1 1

2 0

3 1 1

4 1

5

6 1

7 1 1

8 1 1

9 1 1

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 NPO 1 1

14 NPO SMAPPY 1 1

15 1 1

16 NPO 1

17  1

18

19  1 0

20  0 1

21  1

22 SORA 1

23

24

25 1 0

26 1 1

27 1 1

28 1 1

29 1 1

30 1 1
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0
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1

1 1

1 1

entaku  2023/1/30

entaku

8:30 entaku

14:30

15:05 5

15:10 5  

15:15 5  

15:20 15

15:35

15:45

16:00 entaku

18:00

21:00

2023 1 31
entaku

entaku

15:00

891-9214  520 1F

entaku

 

entaku

18

令和5年1⽉31⽇に知名町⻑をはじめとした関係者28名にご参加いただき、開所式を開催

出席者名簿

式次第

当⽇進⾏のための⾹盤表
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（開所式）
＜当⽇投影資料＞
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（開所式）
＜当⽇写真①＞
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1. 「⼦ども第三の居場所」の開設（開所式）
＜当⽇写真②＞
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2. 「⼦ども第三の居場所」コミュニティモデルの運営
＜運営体制の構築＞
開所後、スムーズな運営を⾏なっていくために、開所までに各種規定・マニュアル・参加者（⼦ども）向けカルテ等の
作成を⾏った。

entaku 利⽤規約 
 
＜コワーキングスペース＞ 
コワーキングスペースをご利⽤いただくにあたり、本利⽤規約の遵守をお願いいたします 
※本利⽤規約は施設更新等に合わせて、随時改訂します 
※本利⽤規約における⽤語の定義は以下の通りとします 
・運営者：entaku を運営する⼀般社団法⼈ツギノバ 
・本施設：entaku の全エリア 
・利⽤者：entaku を利⽤し、執務・作業を⾏う⽅ 
 
１. 営業時間・休業⽇ 
⑴ 本施設の営業時間（以下、「営業時間」という。）は午前 9 時〜午後 10 時です 
⑵ 本施設の休業⽇は運営者が定める年末年始休暇期間、夏季休暇期間および施設休館⽇で
す。また、本施設の維持・管理上必要な場合等は休業する場合があること、休業に対し、運
営者は何等の営業補償を⾏わない旨、利⽤者は承諾するものとします 
 
2. 使⽤に関すること 
⑴ 利⽤者は本施設の利⽤に伴い、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で執務・作業を⾏うこと
ができるものとしますが、家具類を移動したり、テーブル・椅⼦等の場所に私物を置くこと
で⻑時間占有（場所取り）等を⾏ってはならず、⼀度に 1 ⼈で複数席使⽤することを禁⽌し
ます。また、本施設から⼀時的に退出する場合、私物を放置しての外出は禁⽌します。仮に
お席に荷物を１時間以上放置し離席している場合は撤去し、運営者にて回収します 
⑵ 本施設は不特定多数が利⽤する場所であり、私物に紛失、盗難、汚染など損害が⽣じた
場合、運営者は⼀切その責任を負わないものとします 
⑶ 知名町⺠ならびに町外からの来訪者の⽅々、皆様の交流・コミュニティスペースとして
運営しています。スタッフ⼀同、ごあいさつやお声がけを積極的に⾏っていますので、ご理 
解・ご協⼒をお願いします 
⑷ ビジネスにおける秘密事項、個⼈のお荷物等はご⾃⾝で管理してください。 
⑸ 忘れ物の保管期間は１ヶ⽉間です。所有者不明のまま１ヶ⽉を過ぎた場合は、処分させ
ていただきます 
※貴重品の場合は、本施設で保管せず、運営者を経由して所轄警察署に届けられます 
⑹ お⼦様連れのご利⽤も可能です。カウンターやテーブル周りなど、転倒した際などには
危ない場所もあるので、⾃⼰責任に基づき、⽬が届くようにご配慮ください。本施設内での
利⽤者による事故や怪我等については運営者は⼀切の責任を負わないこととします 
⑺ 本施設はたくさんの⼈が利⽤する交流・コミュニティスペースです。お互いが気持ちよ
く過ごせるように、オンライン会議時のイヤホンなしでの実施、⼤声での会話や携帯電話で

■利⽤規約
entakuの利⽤⽅法等について、
基本ルールを定めた規約を作成

■参加者向けカルテ
参加者・利⽤者の情報を⼀元化するた
めに内部資料としてカルテを作成

■オープンキッチン進⾏表
当⽇の動きなどを毎回まとめて
スタッフ間にて共有

■オープンキッチンフロー
毎回どのようなフローを⾏うかを
事前に資料化し、スタッフ間での
共有を図り、円滑かつミスのない

運営を⼼掛けた

■反省点・改善
点シート
毎回のオープン
キッチン終了後
に反省点・改善
点の振り返りを
実施するための
シートを作成・
運⽤を⾏った
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2. 「⼦ども第三の居場所」コミュニティモデルの運営
＜オープンキッチン（⼦ども⾷堂機能）の実施＞
entakuでは離島地域という限定されたコミュニティで暮らす⼦どもたち・親たちに配慮し、「⼦ども⾷堂」という呼称をやめ、
オープンキッチンという呼び⽅で統⼀。開所後に速やかに開催を⾏った。
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2. 「⼦ども第三の居場所」コミュニティモデルの運営
＜オープンキッチンメニュー⼀例＞
⼩学校・中学校等の給⾷の献⽴をチェックしながら、類似のメニューにならないように、栄養バランスにも注意しつつ、
⼦どもたちが参加したい、⾷べたいと思えるメニューづくりを⼼掛けた。
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2. 「⼦ども第三の居場所」コミュニティモデルの運営
＜ワークショップ・イベントの開催＞
施設を利⽤する⼦どもたちが、沖永良部島という離島の環境・地理的特性に縛られず、将来の選択肢を幅広く持ち、⾃らの夢を
描き実現できるように、様々な属性の⼈と関わり、社会とのつながりを保持し、⾃ら考え、実践できる「⽣き抜く⼒」を育むた
めに、地域住⺠との交流機会創出や探求型学習プログラム、ワークショップ等のイベントを開催。

＜アップサイクルワークショップ＞
entakuの改修⼯事で発⽣した⽯膏ボードの廃材を再利⽤してタ
イルを作り、開所前のentakuの受付カウンター壁⾯に貼る作業
をアップサイクルワークショップとして実施。
アップサイクルワークショップ以外にも、開所後は⾳楽をみん
なで楽しむ会を2回（1⽉・3⽉）、3⽉で島を離れる⾼校⽣たち
と島を出た後の島との関わり⽅を考えるワークショップ（3⽉）
等を開催。

＜町内イベントへの参加・出展＞
島内・町内の⼦どもたちや保護者にentakuの趣旨等をより広く理解しても
らうために、町内イベント等に積極的に参加・出展を⾏い、開所前から拠点
施設の周知を図った。

＜他地域の⼦どもの受け⼊れ＞
沖永良部島に合宿等で来島する他地域の中学⽣・⾼校⽣の
朝⾷等の提供受け⼊れを実施。
島内・町内飲⾷店では早朝対応などが難しい状況に対して、
オープンキッチンのノウハウに基づいて、受け⼊れを実施。
他地域も含めて、沖永良部島に関わる⼦どもの居場所として
機能することを⼼がけている。


